
















平成２８年度における各種の事業予定 

作業内容 人天別 コアa コアb バッファ 計 

主伐 

天然林 １ｈａ １ｈａ 

人工林 

計 １ｈａ １ｈａ 

間伐 

天然林 ０．０１ｈａ ０．０１ｈａ 

人工林 ２１ｈａ ４４ｈａ ５４ｈａ １２０ｈａ 

計 ２１ｈａ ４４ｈａ ５４ｈａ １２１ｈａ 

  更新（地拵、植付） 
６ｈａ 

（伐前地拵 ２ｈａ） 
６ｈａ 

（伐前地拵 ２ｈａ） 

保育（下刈、除伐） ２１ｈａ １４４ｈａ １１０ｈａ ２７５ｈａ 

林道 

新設 

改良 １路線 ２路線 ３路線 

計 １路線 ２路線 ３路線 

治山 

山腹工 １箇所 １箇所 ２箇所 

谷止工 

その他 

計 １箇所 １箇所 ２箇所 

その他 
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参考 

木曽悠久の森の緩衝地域における 

木曽ヒノキの更新方法の変更について 

 

東濃森林管理署 

1. 経緯 

○ 伝統文化を継承する目的で木曽ヒノキを伐採している出の小

路谷 83林班周辺では、管理経営の指針に基づき点状に伐採し、

伐採木の周辺にヒノキ苗を植栽してきましたが、平成 26年度

に木曽悠久の森（緩衝地域）となり、「木曽悠久の森管理基本

計画」において、緩衝地域の天然林は天然下種更新とする旨

明示されたため、更新方法を見直す必要が生じました。 

 

○ このため、三浦実験林で天然下種更新の研究を行っている信

州大学農学部の岡野哲郎先生から助言をいただきつつ、植栽

から天然下種更新への円滑な移行を進めることとし、去る 5

月 31日に岡野先生参加の下、現地検討会を実施しました。 

 

2. 83林班の概要 

林 齢：約 210年 

蓄 積：420㎥/ha 

下層植生：ササ(丈約 120cm) 

土壌型：適潤性暗色系褐色森林土 

機能類型：水源涵養タイプ 

施業群：木曽ヒノキ択伐施業群（伐採率30%以内）  



3. 現地検討会における岡野先生のご意見 

○ 点状択伐においては稚樹の生育に必要な光量が充分では

なく、より早期に稚樹高がササ群落高を越し、確実な天

然下種更新を進めるため、樹高幅程度の空間が林冠にで

きるよう群状に伐採すべき。 

○ 伐前地拵えでササを抑制後、2～3年経過するとササの枯

れ稈が腐ってバラバラになり、更新に適した環境となる。

このような状態で種子の豊作年を迎えると更新が期待で

きる。 

○ ササの抑制対策は 15年程度行う必要がある。 

○ ササの抑制対策は、ササ刈りとテトラピオン粒剤（品名：

フレノック）の併用で可能であろう。ただし、テトラピ

オン粒剤の効果は 4年程度なので、複数回散布する必要

がある。また、テトラピオン粒剤は根などから吸収する

タイプの薬剤なので、ササ刈り前に撒くと効果的であろ

う。 

○ 林内にはほとんどヒノキ稚樹（前生樹）がないので、地

域の理解が得られればササ刈りのかわりに塩素酸塩剤を

使用してもよい。 

4. 今後の方針 

岡野先生のご意見を踏まえ、今年度、従来の点状択伐と植

栽による施業から伐前地拵えの後小面積の群状択伐を実施し

天然下種更新を促す施業への変更を予定しています。群状択

伐の 1 箇所当たりの面積は、ヒノキ天然下種更新に必要な照

度が確保できる最小限の面積として樹高幅程度を想定してい

ます。 

伐前地拵えについては、ササの腐朽とヒノキ種子の豊作年

の関係性から、十分な時間的余裕を持った実施と継続的なサ

サ抑制対策を検討して参ります。 
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平成２８年度の検討スケジュール

・専門部会から
の報告など

第1回会議・現地検討（木曽署　7/12.13）

・人工林の天然
林化など

・天然更新、人工
林の天然林化な
ど（三浦地区）

・天然更新、人工林の
天然林化など

・特殊用材の取
扱い、人工林の
長伐期施業につ
いてなど

・特殊用材の取扱
い、人工林の長伐
期施業など

・赤沢地区の森
林総合利用など

・赤沢地区の森林総合
利用など

注：10月期の植生管理専門部会は、天然更新箇所等の視察（三浦実験林）とし、部会委員以外参加可能。

２月 ３月

管理委員会

８月 ９月 １０月 １１月 １２月予定 ４月 ５月 ６月 ７月 １月

第３回会議（木曽署　1月中旬頃）

第1回会議（木曽署　7/12）

森林資源利用専
門部会

第1回会議（局　6/16）

第1回会議・現地検討（木曽署　6/2.3）
森林総合利用・
地域振興専門部

会

第２回会議・現地検討
（木曽署　10/18.19予定）

（保護林管理委員会の第１回復元部会を
兼ねる）植生管理専門部

会

・悠久の森における森林総合
利用のあり方など

第2回会議
（中津川市　8～9月頃）

第２回現地検討
（南木曽支署　11月上旬頃）

第３回会議（局　１月中旬頃）
（保護林管理委員会の第２回復元部会

を兼ねる）
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「木曽悠久の森」における危険木の取扱要領

第１ 目的

「木曽悠久の森」のコアａ及びコアｂの区域内の天然林において、傾倒、折損、

枯死等によって、今後、倒伏や落枝、滑落により観光客、施設等へ危害を及ぼすお

それがある立木（当該立木の伐採等に伴って支障となる立木を含む。以下「危険木」

という。）が発生した場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

第２ 手続き

観光客、施設等の安全確保のため、早急に伐採しなければならない危険木の伐倒

・移動は、次の手続きにより行うこととする。

(１) 森林管理局は、植生管理専門部会の座長へ関係資料を提出し、あらかじめ座長

の意見を聴取すること（緊急に伐倒・移動する必要があり、座長の意見を聴取す

るいとまがない場合を除く。）。

(２) 森林管理局は、事後、直近に開催される木曽悠久の森管理委員会及び植生管理

専門部会へ報告すること。

第３ 危険木の移動

伐倒した危険木は、移動させないことを基本とする。

ただし、伐倒した危険木が不安定のまま存置され、観光客、施設等へ危害を及

ぼすおそれがある場合や、移動・搬出しても更新や生態系に与える影響が軽微な

場合は、安定化させるための移動又は森林外へ搬出することができる。

附則 この取扱いは、平成２８年７月１２日から施行する。



参 考

木曽悠久の森管理委員会運営要領

第１ 目的

この要領は、「温帯性針葉樹林の保存・復元に向けた取組について」（平成26年

4月1日、25例規第6号）記５の規定に基づき設置された管理委員会（以下「委員

会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものである。

第２ 委員会の運営

１ 委員会は公開を原則とし、定期的に開催することとする。なお、地方自治体

の長が委員となっている場合には代理を認めるものとする。

２ 委員会内には専門的な検討を行う専門部会を設置することができるものとす

る。

３ 委員会には座長をおき、委員の互選によって定める。

４ 座長は会議を統括する。

５ 委員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは

座長の決するところによる。

６ 委員会は原則として木曽地方において開催する。

第３ 委員の任期

委員の任期は、委嘱後の２年度内とする。但し、再任を妨げない。

第４ 事務局

委員会の事務局は、中部森林管理局計画課におく。

附則

１ この要領は、平成２６年５月１日から施行する。

２ この要領は、平成２７年１２月２日から施行する。


